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石見地方について

概要
• 島根県西部地方（旧石見国）
• ９市町、面積3,579.97[[km2]
• 人口約19.6万人、高齢化率30〜40%

自然エネルギー資源
• 日射量3.4〜3.7kWh/m2
• 風況 6〜7m/s
• 木質バイオマス資源(潜在)
• 水力資源も。



石見地方について

FIT以前から大型風力が立
地、FIT後はバイオマス発電、
メガソーラーも。



島根県西部（石見地方）の系統空容量(1)



島根県西部（石見地方）の系統空容量(2)



改正FIT法の変更点と事業への影響

• 「事業計画認定」と「運転開始期限の付与」
• 用地の見通しを立てた上で、まず接続枠を確保（旧FIT
は接続申請のみ）することが調達価格の決定のため
第一優先となる。

• その上で認定取得（買取価格確定）することになるが、
運転開始まで３年以上かかることが見込まれる案件に
関しては設備認定の取り直し（価格低下）も視野に入
れて開発する必要あり。

• H28.8.31以前に接続契約を結んでいる案件は



改正FIT法の変更点と事業への影響

「運転開始期限の付与」

•一般的な案件であれば、特別高圧、高圧ともに3
年は実現可能な期間

• H29年3月末の認定失効により、接続枠の状況が
改善する一定の期待はあり

•一方でゾンビ案件がそのまま居残る懸念もあり
• 失効は設備認定のみであり、系統の接続契約(連系承
諾+負担金)は残る。
• H28.7.31以前に接続契約を締結済みの案件



改正FIT法の変更点と事業への影響

• 主な認定基準の審査基準
• 分割禁止
• 保守及び維持管理
• 設備の廃棄
• 標識の表示
• 土地の確保
• 関係法令の遵守
• 住民との適切なコミュニケーション

→ いずれも変更による事業開発、運営への影響は軽微



調達価格について



調達価格について

価格

•低圧連系の太陽光、風力、マイクロ水力の事業化
は可能な水準

•バイオマス、地熱の据え置きも現時点では安心材
料

入札

•太陽光の2MW以上の入札は、価格勝負で中小規
模の事業者には不利。

•一方で「適切ではない」設計・施工を前提に低価格
で応札する案件が入札量を占める懸念は有り



今後の地域での事業展開の可能性

•発電事業は、連系をできる案件を優先して進めて
いく
• 自家消費型の低圧太陽光、小水力、高圧事業所の屋
根など

• 木質バイオマス、バイオガスは上流、下流の構築が鍵
• PPSを梃子に省エネ、蓄電池活用によるエネル
ギーサービス

• エネルギー負荷以前に、需要の生まれる施設の
運営へ参画する（温浴施設、宿泊施設、食品製造
など）


